
証券コード　2780
2022年６月９日

株 主 各 位
名 古 屋 市 中 区 大 須 三 丁 目 2 5 番 3 1 号

代 表 取 締 役 社 長 石 原 卓 児

１．日 時 2022年６月28日（火曜日）午前10時
（受付開始 午前９時30分）

２．場 所 名古屋市中区大須二丁目18番42号　KNビル　２階
３．目 的 事 項

報 告 事 項 １. 第44期（2021年４月１日から2022年３月31日まで）事業
報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査等委員会
の連結計算書類監査結果報告の件

２. 第44期（2021年４月１日から2022年３月31日まで）計算
書類報告の件

決 議 事 項

第１号議案 定款一部変更の件

第２号議案 取締役（監査等委員であるものを除く。）５名選任の件

第３号議案 監査等委員である取締役２名選任の件

第44回定時株主総会招集ご通知

拝啓　平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申しあげます。
　さて、当社第44回定時株主総会を下記により開催いたしますのでご通知申しあ
げます。

なお、当日ご出席されない場合は、書面によって議決権を行使することができ
ますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、同封の議決権
行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、2022年６月27日（月曜日）午
後７時までに到着するようご返送くださいますようお願い申しあげます。

敬　具

記

※本株主総会におけるお土産のご用意はございません。何卒ご理解賜りますよう
お願い申しあげます。

以　上
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当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くだ
さいますようお願い申しあげます。
　当社は、法令及び当社定款第14条の規定に基づき、提供すべき書面のうち次に掲げ
る事項をインターネット上の当社ウェブサイト（https://komehyohds.com）に掲載し
ておりますので、本株主総会招集ご通知の提供書面には記載しておりません。
・連結計算書類の連結株主資本等変動計算書及び連結注記表
・計算書類の株主資本等変動計算書及び個別注記表
本招集ご通知の提供書面は、会計監査人及び監査等委員会が会計監査報告及び監査

報告を作成するに際して監査をした連結計算書類又は計算書類の一部であります。
　なお、株主総会参考書類並びに事業報告、計算書類及び連結計算書類に修正が生じ
た場合は、インターネット上の当社ウェブサイト（https://komehyohds.com）に掲載
させていただきます。

【新型コロナウイルス感染拡大防止のための対応につきまして】
　新型コロナウイルスの感染予防及び拡散防止のため、本株主総会に出席される株
主様は、株主総会開催日現在の感染状況やご自身の体調をご確認のうえ、マスク着
用などの感染予防にご配慮いただき、ご来場賜りますようお願い申しあげます。な
お、株主総会開催日におきまして感染拡大の終息が見込まれない場合、下記の対応
を実施させていただく予定です。本株主総会へのご出席を検討されている株主のみ
なさまにおかれましては、何卒、ご理解、ご協力を賜りますようよろしくお願い申
しあげます。

記

感染拡大の終息が見込まれない場合

１. 感染のリスクを避けるため、株主総会のご来場を見合わせ、書面により事前に
議決権行使をしていただくことを推奨いたします(その際、2022年６月27日（月
曜日）午後７時までに到着するようにご返送ください。）。

２. ご出席いただいた場合、当日は、アルコール消毒液の噴霧やマスク着用等の感
染拡大防止のための対応に、ご協力いただきます。また、入口にて検温を実施
させていただき、体温が37.5°C以上の株主様には本会場のご入場をお控えいた
だく場合がございますのでご理解いただきますようお願い申しあげます。

３. 本株主総会の運営スタッフは、マスク等着用で対応させていただきますのでご
理解いただきますようお願い申しあげます。

以 上
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(2021年４月１日から
2022年３月31日まで)

（提供書面）

事　 業　 報　 告

１. 企業集団の現況
(1) 当事業年度の事業の状況

① 事業の経過及び成果

　当連結会計年度における我が国経済は、新型コロナウイルス感染症拡大

の懸念により、断続的に緊急事態宣言やまん延防止等重点措置が発出され

ておりましたが、ワクチン接種の進展や新規感染者数の減少等により緊急

事態宣言が全国的に解除となり、経済活動の持ち直しの動きがみられまし

た。しかしながら、新型コロナウイルスの新たな変異株の発生による感染

再拡大の懸念が強まるとともに、原油価格の高騰や国際情勢に端を発した

円安傾向等による個人消費へ影響が懸念されるなど、先行きは不透明な状

況で推移いたしました。

　このような環境のもと、当社グループは、新型コロナウイルス感染症に

対しては、お客様と従業員の安全を第一に考え、感染拡大の防止に向けた

対応を継続いたしました。安全衛生の徹底、在宅勤務、WEB会議の活用な

どの感染防止策を講じながら、お客様と従業員の安全の確保を前提とした

営業を再開しておりますが、外国人旅行客の渡航禁止や集客施策の自粛等

の影響を受け、法人販売による在庫コントロールと経費コントロールに努

めました。

　株式会社コメ兵においては、前連結会計年度から引続き新生活様式に対

応したお客様とのコミュニケーションの強化やサービスのご提供に加え、

店舗の安全を確保したうえでの限定的なイベントを行いました。また、個

人買取の強化において「安心できる”いつもの””近くの”場所での買

取」をコンセプトに、商材確保のためのイベント買取や買取専門店の新規

出店を積極的に行いました。

　また、業務の効率化を推進するとともに、オンラインストアの利用促進

や、当社グループ会社主催の法人向けオンラインオークションによる法人

販売の強化に注力するなど非接触型営業の取り組みをすることにより、新
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型コロナウイルス感染症の影響により来店客数が戻らない状況が継続して

も、売上を確保できる体制を整えてまいりました。

　当連結会計年度の業績については、上記の取り組みの結果により、売上

高は711億4千8百万円（前期は売上高507億2千3百万円）、営業利益は37億

1千4百万円（前期比529.1％増）、経常利益は37億7千2百万円（同774.6％

増）、親会社株主に帰属する当期純利益は22億5千9百万円（前期は5億9千

5百万円の親会社株主に帰属する当期純損失）となりました。

　なお、当連結会計年度の期首から「収益認識に関する会計基準」(企業

会計基準第29号 2020年３月31日）等を適用しております。このため、前

連結会計年度と収益の会計処理が異なることから、経営成績の説明におい

て、売上高の増減額及び前期比（％）は記載せずに説明しております。

　セグメント別の業績は、次のとおりであります。

＜ブランド・ファッション事業＞

　ブランド・ファッション事業は、国内のグループ会社では、当連結会計

年度で過去最多となる買取専門店を株式会社コメ兵で32店舗、株式会社K-

ブランドオフで３店舗を出店しております。また、株式会社コメ兵では、

スニーカー専門店「SNEAKER MARKET by KOMEHYO」も出店いたしました。海

外のグループ会社では、BRAND OFF LIMITEDにおいて香港に買取・販売の

店舗を１店舗出店いたしました。

　中古品仕入高については、新型コロナウイルス感染症拡大防止のための

店舗の営業時間短縮等の影響がある中、株式会社コメ兵ではイベント買取

や新規出店を中心に個人のお客様からの買取を強化したほか、AIでの真贋

判定を試験導入し、お客様とのコミュニケーションを重視した安心して利

用できる買取サービスの促進に努めました。

　販売については、前連結会計年度に行った株式会社コメ兵のコンタクト

センターの拡大やECのリプレイスによるお客様の利便性向上やお客様との

関係性を深める施策による販売強化、個人買取が好調に推移したことによ

り、小売り向け商品を充実させたうえで法人販売を強化するとともに、株

式会社KOMEHYOオークションと株式会社K-ブランドオフそれぞれが運営す

る法人向けオークションを強化いたしました。

　営業利益については、個人買取が好調に推移したことで小売売上高が順
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店舗名等 開設年月等

　出　　店 買取専門店（KOMEHYO買取センター イオンモール桑名  他）
2021年４月

～2022年３月

調に推移し、さらに法人販売を強化したことにより大幅に売上高が増加

し、売上総利益が増加したことに加え、経費コントロールによる販管費の

抑制が奏功いたしました。

　以上の結果、当連結会計年度の当セグメント売上高は666億8千8百万円

（前期は売上高466億8百万円）、営業利益は32億5千4百万円（前期比

572.1％増）となりました。

＜タイヤ・ホイール事業＞

　株式会社クラフト及び株式会社オートパーツジャパンにおいては、タイ

ヤの販売が中古・新品ともに順調に推移しました。その中でも、在庫コン

トロールと降雪の影響等から、11月以降冬用タイヤの販売が好調に推移い

たしました。また、前連結会計年度から行っております株式会社クラフト

でのコールセンターによる接客強化、SNS等によるコミュニケーション強

化と株式会社フォーバイフォーエンジニアリングサービスで開発した新作

ホイールの販売に努めました。

　以上の結果、当連結会計年度の当セグメント売上高は43億8千2百万円

(前期比8.3％増）、営業利益は1億4千7百万円（同276.3％増）となりまし

た。

＜不動産賃貸事業＞

　当連結会計年度の主な不動産賃貸物件は４カ所であります。

　当連結会計年度の当セグメント売上高は3億3千4百万円（前期比63.2％

増）、営業利益は1億1百万円（同121.5％増）となりました。

② 設備投資の状況

    当連結会計年度に実施いたしました設備投資の総額は12億1千9百万円で

あります。

　　当連結会計年度中に取得した主要な設備

＜ブランド・ファッション事業＞
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③ 資金調達の状況

　当連結会計年度中に、新規出店等に必要な資金については主に借入金及

び自己資金により賄っております。
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区 　 分
第　41　期
(2019年３月期)

第　42　期
(2020年３月期)

第　43　期
(2021年３月期)

第　44　期
（当連結会計年度）

(2022年３月期)

売上高 (千円) 50,960,058 57,510,327 50,723,241 71,148,431

経常利益 (千円) 1,826,390 9,137 431,284 3,772,084

親会社株主に帰属す
る当期純利益
又は当期純損失(△)

(千円) 1,009,573 △234,204 △595,589 2,259,086

１株当たり当期純利
益又は１株当たり
当期純損失(△)

(円) 92.14 △21.38 △54.36 206.19

総資産 (千円) 30,507,421 35,611,198 37,402,284 39,667,287

純資産 (千円) 19,800,634 19,189,909 18,446,576 20,700,786

１株当たり純資産額 (円) 1,785.63 1,731.43 1,665.61 1,865.42

区 　 分
第　41　期
(2019年３月期)

第　42　期
(2020年３月期)

第　43　期
(2021年３月期)

第　44　期
（当事業年度）

(2022年３月期)

売上高 (千円) 44,391,723 48,307,722 15,144,232 1,021,646

経常利益
又は経常損失(△)

(千円) 1,524,117 458,923 △529,829 498,456

当期純利益
又は当期純損失(△)

(千円) 974,626 254,905 △1,262,351 △218,299

１株当たり当期純利
益又は１株当たり
当期純損失(△)

(円) 88.95 23.27 △115.22 △19.92

総資産 (千円) 26,415,196 28,668,741 17,516,816 16,848,391

純資産 (千円) 18,331,326 18,226,196 16,798,553 16,367,578

１株当たり純資産額 (円) 1,673.11 1,663.51 1,533.21 1,493.89

(2) 直前３事業年度の財産及び損益の状況
① 企業集団の財産及び損益の状況

（注）１．１株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失（△）は、自己株式を控除した期中
平均発行済株式数により、１株当たり純資産額は、自己株式を控除した期末発行済株
式数に基づいて算出しております。

２．「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年3月31日）等を当連結
会計年度の期首から適用しており、当連結会計年度に係る各数値については、当該会
計基準等を適用した後の数値となっております。

② 当社の財産及び損益の状況

（注）１．１株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失（△）は、自己株式を控除した期中
平均発行済株式数により、１株当たり純資産額は、自己株式を控除した期末発行済株
式数に基づいて算出しております。

２．「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年3月31日）等を当事業
年度の期首から適用しており、当事業年度に係る各数値については、当該会計基準等
を適用した後の数値となっております。
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会　社　名 資本金 議決権比率 主 要 な 事 業 内 容

株式会社コメ兵 100,000千円 　100.0％
宝石・貴金属、時計、バッグ等の仕

入及び販売

株式会社K-ブランドオフ 100,000千円 　100.0％
宝石・貴金属、時計、バッグ等の仕

入及び販売

BRAND OFF LIMITED 100,000千香港ドル
（間接）

　100.0％

宝石・貴金属、時計、バッグ等の仕

入及び販売

名流國際名品股份有限公司 50,000千台湾ドル
（間接）

　100.0％

宝石・貴金属、時計、バッグ等の仕

入及び販売

KOMEHYO HONG KONG 

LIMITED
60,000千香港ドル 　100.0％

宝石、貴金属、時計等の法人向け仕

入及び販売

米濱上海商貿有限公司 11,500千人民元
（間接）

　100.0％
宝石・貴金属、時計等の仕入及び販売

株式会社KOMEHYO

オークション
　20,000千円 　100.0％ オークションの運営事業等

株式会社シェルマン 　10,000千円 　100.0％

アンティーク時計、オリジナル時計

及びアンティークジュエリー等の販

売

株式会社イヴ

コーポレーション
　9,000千円 　100.0％ アパレル、スニーカー等の販売

SAHA KOMEHYO COMPANY 

LIMITED
155,200千ﾀｲﾊﾞｰﾂ

　（間接）

51.0％
宝石・貴金属、時計等の仕入及び販売

株式会社クラフト 　72,000千円 　100.0％
乗用車タイヤ、アルミホイール、自

動車用品及び部品の販売サービス等

株式会社オートパーツ

ジャパン
　30,000千円 　100.0％

自動車関連オリジナル部品及び用品

の企画販売等

株式会社フォーバイフォー

エンジニアリングサービス
　15,000千円 　100.0％

自動車関連オリジナル部品及び用品

の企画販売等

(3) 重要な親会社及び子会社の状況

① 親会社の状況

　該当事項はありません。

② 重要な子会社の状況

　（注） 2022年１月にKOMEHYO HONG KONG LIMITEDは、40,000千香港ドルから60,000千香港

ドルに、米濱上海商貿有限公司は6,000千人民元から11,500千人民元に増資いたし

ました。

③ 重要な関連会社の状況

　　該当事項はありません。
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(4) 対処すべき課題

　リユース業界においても、オミクロン変異株の新型コロナウイルス感染症拡

大や資源価格の高騰及び為替相場の急激な変動等、先行きが不透明な状況が継

続しています。一方、SDGsに代表される持続可能な社会の実現に向けた意識の

高まりにより、生活者のリユースへの関心は高まっております。また、M&A等

による業界内の再編成が進んでおり、資本力のある企業を中心とした買取面、

販売面における競争の激化が更に進んでいくものと予想されます。

　このような環境の下、当社グループにおいては、感染症拡大の防止策を継続

しつつ、買取専門店の出店やイベント買取の実施、ECサイトをハブとしたお客

様とのコミュニケーション強化や、法人向けオークションの強化等のデジタル

を活用した営業施策を実施しております。

　今期は、積極的な新規出店等を行い、買取チャネルの拡大を継続することに

より、個人のお客様からの買取りを強化するほか、様々な営業施策を実施して

まいります。中長期的には、リユーステック（※⑤ リユーステック参照）を

活用し、アジアを中心としたグローバルで「リレーユース」を展開してまいり

ます。

　セグメントごとの課題は、次のとおりであります。

＜ブランド・ファッション事業＞

① 個人買取の強化

　買取専門店の積極的な出店に加え、買取イベントを中心としたアライア

ンスを強化いたします。また、LTV（ライフタイムバリューの略で、１人の

顧客が特定の企業やブランドとの取引を開始してから終了するまでの間に

もたらす利益）を重視したCRM（カスタマーリレーションシップマネジメン

トの略で、顧客との関係性を構築するマーケティング活動。）の強化によ

り既存店の底上げを行います。

② 小売事業の強化

　利便性の高いECサイトを中心としたOMO（オンライン マージ オフライン

の略で、オンライン（EC）とオフライン（店舗）を融合させること。）に

よる顧客体験価値向上を推進し、お客様がより便利に安心してお買い物が

できる環境を提供します。また、１to１（顧客一人ひとりの趣向や属性な

どを基とした上で、顧客に対して個別に行うマーケティング活動。）によ

りお客様との関係性を強化し、LTV向上とブランドスイッチ（お客様が他社

に乗り換えること、他社を利用すること。）防止に取り組みます。
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③ 法人事業の強化

　法人向けオークションにおける新規会員企業の獲得、FC展開に伴う出品

促進等により、リユース事業者からの出品を増加させるとともに、当社グ

ループからの継続的な出品等を行い、出来高及び手数料収入の拡大を目指

します。また、より多くの事業者のニーズに応えるため、エリアや開催方

式の多様性を活かしたオークションを開催するほか、会員企業にリユース

テックを活用したサービスやノウハウ・相場情報等を提供することで、ブ

ランドリユース市場での優位性を確保します。

④ 海外事業の強化

　進出地域における買取・販売強化のための出店やオンライン施策の強化

に加え、グループ内でのグローバルな商品流通を行うことで、販売チャネ

ルを最適化し、海外売上高の拡大を目指します。また、リユーステックを

活用し、アジア、中国エリアにおける取扱量を増やすことで、収益につな

がるビジネスモデルの構築を進めます。

⑤ リユーステックの強化

　テクノロジーの活用によって、便利に安心して利用できる健全なリユー

ス市場を創造していきます。AI真贋判定システムを社内外で活用すること

等により、事業の効率的な運営や、当社グループへの商品の流入（仕入、

オークションへの出品）拡大を図り、持続可能な社会の実現と中長期的な

成長を支える手段として活用します。

＜タイヤ・ホイール事業＞

① マーケティングの強化

　株式会社クラフトでは、データに基づいた店舗イベントの設計、店舗在

庫の編集に加え、SNSを使った顧客へのイベント案内や関係性構築などを通

じて、天候に左右される冬商戦に依存することのない、安定的な収益確保

を目指します。

② 中古事業の再構築

　株式会社オートパーツジャパンでは、好調なオンライン販売をさらに強

化するため、仕入れから出品までの業務を見直し、出品量を拡大すること

で利益率の高い中古事業の売上高構成比を向上させます。また、新品販売

を行う株式会社クラフトとの連携で引き続き「良質な中古品」の獲得を目

指します。
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③ メーカー事業の認知拡大と商品開発

　株式会社フォーバイフォーエンジニアリングサービスでは、メーカーと

して、SNSやイベント参加により、日本市場だけでなく海外市場での認知拡

大活動を強化します。また、ホイール等の自動車部品の新製品の開発やメ

インブランドのサイズ展開を進めることで国内・海外からの受注増加を目

指します。

(5) 主要な事業内容（2022年３月31日現在）

　当社グループは、ブランド・ファッション事業、タイヤ・ホイール事業
及び不動産賃貸事業を行っておりますが、各事業の内容は、次のとおりで
あります。

＜ブランド・ファッション事業＞
　中古品をメインとした宝石・貴金属、時計、バッグ、衣料、きもの、
カメラ、楽器等の買取・仕入・販売・仲介及びオークション運営を行っ
ております。

＜タイヤ・ホイール事業＞
　新品及び中古品の乗用車用タイヤ、アルミホイール、自動車用品及び
部品の企画、制作及び販売サービス等を行っております。

＜不動産賃貸事業＞

　一般顧客への店舗の賃貸管理、グループ会社の主要店舗をグループ会

社に賃貸等をしております。
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本　　　社 名古屋市中区

株式会社コメ兵
本社：名古屋市中区、商品センター：名古屋市守山区、

国内84店舗

株式会社K-ブランド

オフ
本社：石川県金沢市、国内12店舗（FC２店舗）

BRAND OFF LIMITED 本社：中華人民共和国（香港）、香港８店舗

名流國際名品股份有

限公司
本社：中華人民共和国（台湾）、台湾３店舗

KOMEHYO HONG KONG 

LIMITED
本社：中華人民共和国（香港）

米濱上海商貿有限公司 本社：中華人民共和国（上海）、上海３店舗

株式会社KOMEHYOオー

クション
本社：名古屋市中区

株式会社シェルマン 本社：東京都中央区、国内６店舗

株式会社イヴコーポ

レーション
本社：東京都渋谷区、国内２店舗

SAHA KOMEHYO 

COMPANY LIMITED
本社：タイ、タイ２店舗

株式会社クラフト 本社：名古屋市中川区、国内10店舗

株式会社オートパー

ツジャパン
本社：名古屋市中川区、国内４店舗

株式会社フォーバイ

フォーエンジニアリ

ングサービス

本社：名古屋市中川区

(6) 主要な事業所（2022年３月31日現在）

① 当社

② 当社のグループ会社
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事 業 区 分 従 業 員 数
前連結会計年度末比
増 減

ブランド・ファッション事業 870(380)名 49名増(75名増)

タイヤ・ホイール事業 97 (4） 6名減 (4名減)

不動産賃貸事業 － －

全社（共通） 11 (－）       5名減   (－)

　　　　　　合　　計 978(384） 38名増(71名増)

(7) 企業集団の従業員の状況（2022年３月31日現在）

(注) １. 従業員数の（　）内は外書きで、臨時従業員等の年間の平均人員を記載しており
ます。

２. 全社（共通）として記載している従業員数は、持株会社である当社の従業員数
で､当社と当社グループ会社との兼務者を兼務割合に応じて算出しております。

借 入 先 借 入 額

株 式 会 社 り そ な 銀 行 6,608,738千円

株 式 会 社 三 菱 Ｕ Ｆ Ｊ 銀 行 3,328,000

(8) 主要な借入先の状況（2022年３月31日現在）
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株 主 名 持 株 数 持 株 比 率

株 式 会 社 K I 923,300株 8.42％

株 式 会 社 I - B E L I E V E 880,000 8.03

日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 744,200 6.79

株 式 会 社 Y S S 727,000 6.63

株 式 会 社 S I 577,200 5.26

コ メ 兵 ホ ー ル デ ィ ン グ ス 社 員 持 株 会 349,566 3.19

株 式 会 社 T M S 341,000 3.11

石 原 卓 児 321,200 2.93

株 式 会 社 日 本 カ ス ト デ ィ 銀 行 ( 信 託 口 ) 290,600 2.65

島 澤 忠 史 278,400 2.54

２. 会社の現況
(1) 株式の状況（2022年３月31日現在）

① 発行可能株式総数　　　　　　　　18,000,000株

② 発行済株式の総数　　　　　　　　11,257,000株
　　（注）発行済株式の総数には、自己株式300,628株が含まれております。

③ 株主数 　　　　　　　　　　　　      4,890名

④ 大株主（上位10名）

（注）持株比率は自己株式（300,628株）を控除して計算しております。

(2) 新株予約権等の状況

① 当事業年度の末日において当社役員が保有している職務執行の対価とし

て交付された新株予約権の状況

　 該当事項はありません。

② 当事業年度中に職務執行の対価として使用人等に対し交付した新株予約

権の状況

　 該当事項はありません。
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会 社 に お け る 地 位 氏　　　　　名 担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況

代 表 取 締 役 社 長

執 行 役 員
石　原　卓　児

株式会社コメ兵代表取締役社長経営企画
本部長

株式会社KOMEHYOオークション取締役

株式会社クラフト取締役

SAHA KOMEHYO COMPANY LIMITED取締役

常  務  取  締  役

執 行 役 員
沢　田　登志雄

株式会社KOMEHYOオークション代表取締役
社長

株式会社K-ブランドオフ取締役

株式会社クラフト代表取締役社長

株式会社オートパーツジャパン代表取締
役社長

株式会社フォーバイフォーエンジニアリ
ングサービス代表取締役社長

一般社団法人日本流通自主管理協会代表理事

一般社団法人宣誓マーク協会代表理事

取     締     役

執 行 役 員
山　内　祐　也

経営企画本部長

株式会社K-ブランドオフ代表取締役社長

BRAND OFF LIMITED代表取締役社長

名流國際名品股份有限公司董事長

取 締 役（常勤監査等委員） 鳥　田　一　利

株式会社コメ兵監査役

株式会社社K-ブランドオフ監査役

米濱上海商貿有限公司監査役

株式会社クラフト監査役

株式会社オートパーツジャパン監査役

株式会社フォーバイフォーエンジニアリ
ングサービス監査役

取 締 役（監 査 等 委 員） 皆　見　　幸

皆見幸会計事務所所長

愛知県公立大学法人監事

山八商事株式会社社外監査役

取 締 役（監 査 等 委 員） 村　瀬　桃　子

ひのき綜合法律事務所

笹徳印刷株式会社監査役

VTホールディングス株式会社社外取締役

(3) 会社役員の状況

① 取締役の状況（2022年３月31日現在）

(注)１. 皆見幸氏及び村瀬桃子氏は、社外取締役であります。
２. 当事業年度中の役員の地位、担当及び重要な兼職の異動は、次のとおりであります。

(2021年６月１日の異動)

沢田登志雄氏は、株式会社クラフト代表取締役社長、株式会社オートパーツジャパン代

表取締役社長及び株式会社フォーバイフォーエンジニアリングサービス代表取締役社長

に就任いたしました。

鳥田一利氏は、株式会社クラフト監査役、株式会社オートパーツジャパン監査役及び株
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式会社フォーバイフォーエンジニアリングサービス監査役に就任いたしました。

(2021年６月25日付の異動)

村松豊久氏は2021年６月25日開催の第43回定時株主総会終結の時をもって、監査等委員
である取締役を退任いたしました。
村瀬桃子氏は2021年６月25日開催の第43回定時株主総会終結の時をもって、社外取締役
を退任し、監査等委員である取締役に選任され就任いたしました。
山内裕也氏は2021年６月25日開催の第43回定時株主総会において取締役に選任され就任
いたしました。

(2021年６月29日付の異動)
村瀬桃子氏は、VTホールディングス株式会社社外取締役に就任いたしました。

３. 当事業年度末日後における役員の地位、担当及び重要な兼職の異動は、次のとおりであ
ります。

(2022年４月１日付の異動）
山内祐也氏は、取締役経営企画本部長から取締役コーポレート本部長に就任いたしまし
た。

４. 当社は、皆見幸氏及び村瀬桃子氏を東京証券取引所及び名古屋証券取引所の定めに基づ

く独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

５. 皆見幸氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を

有しております。

６. 当社では、内部監査部門等からの報告受領、子会社の監査等による情報の把握及び各種

会議への出席を継続的・実効的に行うため、常勤の監査等委員を置いております。

② 責任限定契約の内容の概要

　当社と各社外取締役は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第

１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。

　当該契約に基づき、社外取締役がその任務を怠ったことにより当社に損害を与

えた場合は、その職務を行うにあたり善意かつ重大な過失がないときは、１百万

円又は会社法第425条第１項に定める最低責任限度額のいずれか高い額を限度と

して損害賠償責任を負うものとしております。

③ 役員等賠償責任保険契約の内容の概要等

　当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険

会社との間で締結しております。当該保険契約の被保険者の範囲は子会社を含む

全ての取締役、監査役及び執行役員であり、被保険者は保険料を負担しておりま

せん。当該保険契約により被保険者の業務に起因して損害賠償責任を負った場合

における損害（ただし、保険契約上で定められた免責事由に該当するものを除き

ます。）等の損害を保険会社が填補するものであり、１年毎に契約更新しており

ます。
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④ 取締役の報酬等

イ. 役員報酬等の内容の決定に関する方針等

当社は2021年２月12日開催の取締役会において、取締役（監査等委員であ

る取締役を除く。以下、「取締役」という。）の個人別の報酬等の内容にか

かる決定方針を決議しております。当該取締役会の決議に際しては、あらか

じめ決議する内容についてコーポレート・ガバナンス委員会へ諮問し、答申

を受けております。

また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、

報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議され

た決定方針と整合していることや、コーポレート・ガバナンス委員会からの

答申が尊重されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものである

と判断しております。

取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は、次のとおりで

あります。

　経営陣の報酬については、固定報酬の他、インセンティブとして連結及び担

当事業の「売上高」及び「営業利益」の達成状況や業務の貢献度等に応じて一

定の基準や評価に基づき支給される短期インセンティブがあり、インセンティ

ブの報酬に占める割合は約1～3割となっております。決定プロセスにおいて

は、社外取締役中心のコーポレート・ガバナンス委員会の諮問・審議を経るこ

ととしております。「売上高」及び「営業利益」を業績連動報酬等の基礎とし

た理由は、業績管理上、連結を含むグループ各社の重要指標と認識しており、

グループ各社の中期経営計画策定上の重要管理指標となっているためでありま

す。また、長期インセンティブとして「役員持株会」への加入の奨励、制度上

の拠出額の拡充を行うことで、株主とのリスクの共有を図り、会社の中長期的

な成長による企業価値の向上を目指しており、現在、業務執行取締役は全員加

入し、固定報酬から自発的に拠出する形をとっております。当社の取締役の報

酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は、取締

役会であり、株主総会で決議された報酬総額の範囲内で、社外取締役中心のコ

ーポレート・ガバナンス委員会において、取締役の職位係数に基づき算出され

る子会社役員の兼務状況など業務の負荷手当を加算した「固定報酬」と業績の

達成度や業務の貢献度に応じて算出される「業績連動報酬」(現金)の諮問・審

議を勘案して決定する権限を有しております。また、監査等委員である取締役

の報酬については、監査等委員である取締役の協議により決定しております。

　当事業年度における業績連動報酬の業績指標の主な実績は、次のとおりであ
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連結会計年度 売上高（千円） 営業利益（千円）

2021年３月期（連結） 50,723,241 590,506

役員区分
報酬等の総額

（千円）

報酬等の種類別の総額（千円） 対象となる

役員の員数

（人）基本報酬
業績連動

報酬等

非金銭

報酬等

取　締　役

（うち社外取締役）

67,505

（900)

49,089

（900)

18,416

（－）

－

（－）

4

(1)

取締役（監査等委員）

（うち社外取締役）

22,302

（7,200)

22,302

（7,200)

－

（－）

－

（－）

4

(3)

合　　計

（うち社外役員）

89,807

（8,100)

71,391

（8,100)

18,416

（－）

－

（－）

8

(4)

ります。

　2022年3月11日開催の取締役会において、次期事業年度（第45期）より、取締

役の個人別報酬については、中長期的な当社グループ発展のため、「役員報酬

水準の適正化」及び「中長期の企業価値向上へのインセンティブ向上」を実現

できる報酬制度の決定方針を決議しております。当該構成を、これまでの固定

報酬（基本報酬）、短期インセンティブ（業績連動報酬）に加え、中長期イン

センティブとしての株式取得報酬を新設し、役員持株会への拠出により取締役

の持株増加を図ることといたします。

ロ. 当事業年度に係る報酬等の総額等

 (注) 取締役（監査等委員を除く。）及び取締役（監査等委員）の報酬限度額は、2015年６月24

日開催の第37回定時株主総会において取締役（監査等委員を除く。）は、年額2億円以内

（ただし、使用人分給与は含まない。）、取締役（監査等委員）は、年額3千万円以内と

決議いただいております。当該株主総会終結時点の員数は取締役（監査等委員を除く。）

は５名、取締役（監査等委員）は３名です。
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出席状況、発言状況及び
社外取締役の期待される役割に関して行った職務の概要

社外取締役
（監査等委員）

皆 見  幸

当事業年度に開催された取締役会13回全てに、また、監査等委員

会13回全てに出席いたしました。公認会計士としての専門的見地

から、取締役会において、取締役会の意思決定の妥当性・適正性

を確保するための発言を行っております。また、監査等委員会及

びコーポレート・ガバナンス委員会において、独立社外取締役の

立場から適宜必要な発言を行っております。

社外取締役
（監査等委員）

村 瀬 桃 子

当事業年度に開催された取締役会13回全てに、また、2021年６月

25日就任以降、当事業年度に開催された監査等委員会10回全てに

出席いたしました。弁護士としての専門的見地から、取締役会に

おいて、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための

発言を行っております。また、監査等委員会及びコーポレート・

ガバナンス委員会において、独立社外取締役の立場から適宜必要

な発言を行っております。

⑤ 社外役員に関する事項

イ.他の法人等の重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係

・社外取締役（監査等委員）皆見幸氏は、皆見幸会計事務所の所長、愛知県公

立大学法人の監事及び山八商事株式会社の社外監査役であります。当社と皆

見幸会計事務所、愛知県公立大学法人及び山八商事株式会社との間に、取引

等、特段の関係はありません。

・社外取締役村瀬桃子氏は、ひのき綜合法律事務所に所属し、笹徳印刷株式会

社の監査役及びVTホールディングス株式会社の社外取締役であります。当社

とひのき綜合法律事務所、笹徳印刷株式会社及びVTホールディングス株式会

社との間に、取引等、特段の関係はありません。

ロ.当事業年度における主な活動状況
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報酬等の額

当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 36,600千円

当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の

財産上の利益の合計額
36,600

(4) 会計監査人の状況

① 名称　　　　 監査法人　東海会計社

② 報酬等の額

（注）１．当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商

品取引法に基づく監査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも

区分できませんので、当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額にはこれらの

合計額を記載しております。

２．監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及

び報酬見積りの算出根拠等が適切であるかどうかについて必要な検証を行った

うえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をいたしました。

③ 非監査業務の内容

　該当事項はありません。

④ 会計監査人の解任又は不再任の決定の方針

　監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある等、その必要があ

ると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関

する議案の内容を決定いたします。

　また、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める

項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき、会計

監査人を解任します。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解

任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解

任の理由を報告いたします。

⑤ 責任限定契約の内容の概要

該当事項はありません。
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(5) 業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況

① 業務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要

　取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体

制その他会社の業務の適正を確保するための体制についての決定内容の概

要は、次のとおりであります。

イ. 当社及び子会社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合

することを確保するための体制、グループ全体における業務の適正性を確

保するための体制

・当社及びグループ経営に係る重要事項並びに取締役の職務執行の監督は､

「取締役会規程」に則り毎月１回以上開催する「取締役会｣において行う。

・監査等委員会は、取締役の業務執行について客観的な立場での監督と厳

正な監視を行う。常勤監査等委員は、「取締役会」に限らず社内の重要会

議・プロジェクトに出席し、多角的な視点から取締役の業務執行を監視す

るとともに、定款・法令等の遵守状況について厳格に監査・監督する。

・子会社には原則として監査役を選任する。当社常勤監査等委員と子会社

の監査役は相互に連携し、グループ全体の業務執行状況を監視する。子会

社監査役は定期的に当社の監査等委員会へ出席し、経営課題の進捗等の情

報共有を図る。

・コンプライアンスを経営の最重要課題の一つと位置付け「コンプライア

ンス基本規程」を定める。

　総務部長を委員長とするコンプライアンス委員会を設置し、グループの

コンプライアンス体制を統括する。当社の総務部は、グループ従業員に対

する教育や啓蒙活動を推進する。

・当社及び子会社の経営陣は、その職責に基づいて会社規模に応じた体制

構築を進めるとともに、事業活動のあらゆる局面でコンプライアンスを最

優先させるため各種施策を推進する。

・法令違反その他のコンプライアンスに関する事案の社内報告体制とし

て、当社の総務部にグループ共通ホットラインを設置するとともに、当社

の常勤監査等委員に直接通報、相談できるホットラインを併設する。

・内部監査室は、内部監査に係る諸規程に従い、当社及びグループ会社に

対する内部監査を実施し、業務の適正性を監査する。監査の結果は、その

都度、代表取締役社長及び常勤監査等委員、当該子会社監査役へ報告す

る。
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ロ. 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

・取締役の職務の執行に係る情報につき、「文書管理規程」その他当社又

はグループ全体に適用される社内規程に従い、適切に保存及び管理を行

う。

・監査等委員が求めたときは、取締役はいつでも当該文書を閲覧又は謄写

に供する。

ハ. グループの損失の危機管理に関する規程その他の体制

・グループを取り巻く業務執行上のリスクに対する基本方針として「リス

クマネジメント方針」を定める。リスク管理を経営の中核と位置付け、継

続的に実践する。

・リスクの的確な管理を目的として「リスク管理規程」を定め、グループ

全体のリスク管理推進に関わる課題及び対応策を協議する組織として「リ

スクマネジメント委員会」を設置する。

・大規模な事故、災害、不祥事等が発生した場合には、「危機管理規程」

に基づき、代表取締役社長を本部長とし、常務取締役及び関連する事業責

任者等をメンバーとする「対策本部」を直ちに立ち上げ、必要な初期対応

を迅速に行うことにより、損害・影響等を最小限に留める体制を整える。

ニ. 当社及び子会社の取締役の職務が効率的に行われることを確保するため

の体制

・当社は、グループ全体の事業戦略の企画・立案、経営資源の最適配分及

び戦略の進捗管理を行う。また、当社はグループ全体の事業価値の向上を

図るため、子会社に対して必要かつ適切な経営指導、管理等の提供を行

う。

・迅速で効率性の高い組織運営の実現を目指し、適宜、子会社への権限移

譲を進めるとともに子会社役員及び部門長等のミッションを明確にする。

一方で、当社の「取締役会」による経営状態の監視及び執行状況の監督、

監査等委員他による横断的な業務監査を通じ、ホールディングス体制の下

で執行と監督機能の分離を意識した経営を推進する。

・事業年度の初めに「経営計画書」を作成し、グループの全社員に対し

て、経営方針、経営基本目標、中期経営計画及び事業計画、また、これら

計画に基づく全社的な目標を明示・徹底する。各部門及び子会社は、この
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目標達成に向け具体案を立案・実行する。設定した目標については、定例

会議等において、取締役、常勤監査等委員及び各部門責任者により、その

達成状況を確認することとする。

・業務執行については「組織規程」、「職務権限規程」及び諸規程に従

い、業務の責任者とその責任、各会議で決議可能な範囲を明示することに

より統制する。

・主要な執行事案は、当社の代表取締役社長と常勤役員及び執行役員をメ

ンバーとする「エグゼクティブコミッティ」において審議する。また、子

会社社長他をメンバーとする「代表者会議」を開催し、グループ内情報の

共有と事業進捗のモニタリングを行う。

ホ. 財務報告の適正性を確保するための体制

・会計基準その他関連する諸法令を遵守し、財務報告の適法性及び適正性

を確保するための社内体制を子会社を含めて構築する。

・各社の個別決算書類は当社及び子会社の経理部門が作成し、連結決算書

類は当社の経理部が作成する。開示書類については各社の経理部門と連携

しながらIR・広報部が取り纏める。各プロセスにおいて担当者によるダブ

ルチェックを実施するとともに会計処理プロセス、見積りや評価の妥当

性、開示書類の記載内容の適正性について、監査等委員、子会社監査役、

会計監査人による厳格な監査を実施する。

へ. グループにおける業務の適正を確保するための体制

・リスク管理、コンプライアンス、危機管理体制その他内部統制に必要な

制度は、グループ全体を対象とするものとする。当社は業務運営全般を統

括するとともに、子会社の自律性を尊重しつつ、内部統制システムの整

備、運用を支援し、各社の状況に応じてその管理にあたる。

・内部監査室は、当社各部門及び海外を含めた子会社に対する監査を計画

的、かつ網羅的に実施する。グループの内部統制システム及び事務規律の

状況を把握し、必要に応じて改善する。

・監査等委員は、当社の内部監査室、子会社監査役及び関連部署、会計監

査人と定期的又は随時に情報及び意見交換を行い、監査の実効性の向上を

図る。
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ト. 監査等委員の職務を補佐すべき使用人に関する体制と当該使用人の取締

役からの独立性に関する事項

・現在は監査等委員の職務を補佐すべき専任の使用人は設置していない。

なお、監査等委員がその職務を補佐すべき専任の使用人の配置を求めた場

合は、取締役会決議により配置できることとしている。

チ. 取締役及び使用人が監査等委員に報告をするための体制、その他の監査

等委員への報告に関する体制、報告をした者が当該報告をしたことを理由

として不利な取り扱いを受けないことを確保するための体制及び監査等委

員の監査が実効的に行われることを確保するための体制

・当社又は子会社の取締役及び使用人は、当社グループに著しい損害を及

ぼす事実が発生し又は発生する恐れがある場合、法令違反その他コンプラ

イアンス上の重要な問題を発見した場合には、直ちに当社の監査等委員又

は子会社の監査役に報告するものとする。

・常勤監査等委員は、重要な意思決定のプロセス及び業務の執行状況を把

握するため、「取締役会」及び「エグゼクティブコミッティ」他の重要会

議やプロジェクトに出席するとともに各種会議議事録、稟議書、重要な契

約書等の業務執行に係る重要な文書を閲覧し、必要に応じて子会社の役員

及び使用人から報告を求める。

・常勤監査等委員は、必要の都度、担当取締役又は執行役員、内部監査室

長、子会社監査役等とともに、会計監査人より会計監査や内部統制監査の

内容について報告を求め、会計監査人との情報交換を反復して相互に連携

を図る。

・内部通報制度を含め、当社の監査等委員又は子会社監査役へ報告を行っ

た者に対して、当該報告をしたことを理由とする不利な取扱いを行うこと

を禁止する。また、その旨を当社並びに子会社の役員、従業員に周知徹底

する。

・監査等委員がその職務の執行について費用の前払い等の請求をした場合

は、当社は監査等委員の職務の執行に必要でないと認められる場合を除

き、その費用を負担する。
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② 業務の適正を確保するための体制の運用状況

　　当社グループは、上記の業務の適正を確保するための体制について、体制

の整備当初から、内部統制システムの整備及び運用状況について継続的に

確認し調査を実施しております。また、確認調査の結果判明した問題点に

ついては、是正措置を行い、より適切な内部統制システムの運用に努めて

おります。なお、当連結会計年度に実施した当社グループにおける内部統

制システムの主な運用状況は、次のとおりであります。

イ. コンプライアンスに関する取り組み

　当社及び子会社の取締役及び使用人に対して、コンプライアンスの重要

性の理解と、その遵守について、定期的なテスト実施等により推進すると

ともに、情報セキュリティ、インサイダー取引防止の適切な運用のための

情報発信を行っております。

ロ. グループの損失の危機管理に関する規程その他の体制

　当社は、リスク管理規程、事業継続計画（BCP）における危機管理対応

マニュアル、災害時行動マニュアルの整備・運用により、事業を取り巻く

リスクについて適確に分析・評価し、非常時における迅速な事業継続対応

につなげております。

　また、常勤監査等委員との連携のもと、リスクマネジメント委員会にお

きまして、具体的なリスクの想定、分類、優先度の設定を行い、組織を横

断するリスクの状況把握、監視を行っております。

ハ. 企業グループにおける業務執行の適正性確保

　当社は、毎月、定例の取締役会の他、常勤取締役及び執行役員による経

営会議を行い、主要な執行事案は、当社の代表取締役社長と常勤取締役及

び執行役員をメンバーとする「エグゼクティブコミッティ」において審議

しております。また、子会社社長他をメンバーとする「代表者会議」を開

催し、グループ内情報の共有と事業進捗のモニタリングを行い、業務執行

の適正性について、逐次確認、監督しております。
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ニ. 監査等委員の職務執行体制

　監査等委員は、監査等委員会で定めた監査方針及び監査計画案に従い、

取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び内部監査室その他の従業

員の業務の執行状況についての書類の閲覧、実地調査を実施するとともに

定期報告を受けております。また、会計監査人から四半期毎の結果報告及

び意見交換を行うことにより、適正な監査を実施しているかを検証してお

ります。

ホ. 財務報告の適正性を確保するための体制

　当社は、財務報告の適正性を確保するため、金融商品取引法に規定され

た財務報告に係る内部統制が有効に行われる体制を整備し、定期的な評

価、見直しを行っております。

(6) 会社の支配に関する基本方針

該当事項はありません。

(7) 剰余金の配当等の決定に関する方針

　当社は、株主の皆様に対する利益還元を経営戦略上の重要政策として認識

しており、将来の事業展開と経営体質強化のために必要な内部留保を確保し

つつ、収益やキャッシュ・フローの状況に応じて株主の皆様に対する適切な

配当を実施していくことを基本方針としております。

　2022年３月期については、期末配当金を１株当たり20円（前期比12円増

配）とし、中間配当金の１株当たり12円（前期比4円増配）を含めた年間配

当金を32円（前期比16円増配）とさせていただきます。

（注）本事業報告に記載の金額は、表示単位未満を切り捨て、比率その他については、四

捨五入しております。ただし、「２．会社の現況 (1)株式の状況 ④ 大株主（上位10名）」

の持株比率の欄については、表示単位未満を切り捨てて表示しております。
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（2022年３月31日現在）
（単位：千円）

科 目 金 額 科 目 金 額

（資　産　の　部） （負　債　の　部）

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

売 掛 金

商 品

貯 蔵 品

預 け 金

そ の 他

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物 及 び 構 築 物

土 地

リ ー ス 資 産

建 設 仮 勘 定

そ の 他

無 形 固 定 資 産

の れ ん

リ ー ス 資 産

そ の 他

投資その他の資産

繰 延 税 金 資 産

退職給付に係る資産

差 入 保 証 金

そ の 他
　

29,453,891

9,080,005

1,709,180

15,277,006

31,218

1,658,948

1,697,531

10,213,396

5,758,640

3,415,308

1,646,267

20,124

11,904

665,035

1,866,573

444,658

395,277

1,026,637

2,588,182

1,015,139

40,709

1,325,851

206,482
　

流 動 負 債 14,230,986

買 掛 金 527,778

短 期 借 入 金 8,360,000

1年内償還予定の社債 72,000

１年内返済予定の長期借入金 1,023,299

リ ー ス 債 務 262,515

未 払 金 1,212,763

未 払 法 人 税 等 1,006,884

契 約 負 債 507,074

賞 与 引 当 金 761,069

商 品 保 証 引 当 金 9,456

ポ イ ン ト 引 当 金 60,616

そ の 他 427,528

固 定 負 債 4,735,515

社 債 212,000

長 期 借 入 金 3,429,894

リ ー ス 債 務 159,900

役員退職慰労引当金 23,598

商 品 保 証 引 当 金 390

ポ イ ン ト 引 当 金 94,577

退職給付に係る負債 101,967

資 産 除 去 債 務 629,910

契 約 負 債 32,535

そ の 他 50,740

負 債 合 計 18,966,501

（純 資 産 の 部）

株 主 資 本 20,273,902

資 本 金 1,803,780

資 本 剰 余 金 1,909,872

利 益 剰 余 金 16,640,745

自 己 株 式 △80,494

その他の包括利益累計額 164,341

その他有価証券評価差額金 20,292

為替換算調整勘定 144,049

非 支 配 株 主 持 分 262,541

純 資 産 合 計 20,700,786

資 産 合 計 39,667,287 負 債 純 資 産 合 計 39,667,287

連 結 貸 借 対 照 表
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(2021年４月１日から
2022年３月31日まで)

（単位：千円）

科 目 金 額

売 上 高 71,148,431

売 上 原 価 52,733,020

売 上 総 利 益 18,415,410

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 14,700,709

営 業 利 益 3,714,701

営 業 外 収 益

受 取 利 息 1,154

受 取 配 当 金 14,544

為 替 差 益 66,159

受 取 手 数 料 5,854

受 取 保 険 金 1,305

そ の 他 31,281 120,300

営 業 外 費 用

支 払 利 息 52,019

そ の 他 10,897 62,917

経 常 利 益 3,772,084

特 別 利 益

固 定 資 産 売 却 益 12,189

助 成 金 収 入 23,095

資 産 除 去 債 務 戻 入 益 13,126 48,412

特 別 損 失

固 定 資 産 除 却 損 152,270

減 損 損 失 327,275

臨 時 休 業 に よ る 損 失 14,674 494,220

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 3,326,275

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 1,269,794

法 人 税 等 調 整 額 △215,418 1,054,375

当 期 純 利 益 2,271,900

非支配株主に帰属する当期純利益 12,813

親会社株主に帰属する当期純利益 2,259,086

連 結 損 益 計 算 書
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（2022年３月31日現在）
（単位：千円）

科 目 金 額 科 目 金 額

（ 資 産 の 部 ） （ 負 債 の 部 ）

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

売 掛 金

貯 蔵 品

前 払 費 用

関 係 会 社 短 期 貸 付 金

そ の 他

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物

構 築 物

工 具 、 器 具 及 び 備 品

土 地

建 設 仮 勘 定

無 形 固 定 資 産

借 地 権

商 標 権

ソ フ ト ウ エ ア

そ の 他

投 資 そ の 他 の 資 産

投 資 有 価 証 券

関 係 会 社 株 式

長 期 前 払 費 用

繰 延 税 金 資 産

差 入 保 証 金

そ の 他
　

10,847,737

1,492,092

103,030

823

27,878

9,061,490

162,423

6,000,653

2,565,663

940,072

1,258

10,983

1,608,267

5,082

623,661

6,000

5,351

12,374

599,934

2,811,329

65,157

2,138,365

150

560,491

47,030

133
　

流 動 負 債 244,127

未 払 金 150,535

未 払 法 人 税 等 62,077

未 払 消 費 税 等 19,563

契 約 負 債 4,439

前 受 収 益 110

預 り 金 7,401

固 定 負 債 236,685

役 員 退 職 慰 労 引 当 金 23,598

関係会社事業損失引当金 105,648

資 産 除 去 債 務 29,651

組織再編により生じた株式の特別勘定 58,538

長 期 預 り 保 証 金 19,249

負 債 合 計 480,813

（ 純 資 産 の 部 ）

株 主 資 本 16,347,818

資 本 金 1,803,780

資 本 剰 余 金 1,909,872

資 本 準 備 金 1,909,872

利 益 剰 余 金 12,714,660

利 益 準 備 金 23,025

そ の 他 利 益 剰 余 金 12,691,635

別 途 積 立 金 12,400,000

繰 越 利 益 剰 余 金 291,635

自 己 株 式 △80,494

評 価 ・ 換 算 差 額 等 19,759

その他有価証券評価差額金 19,759

純 資 産 合 計 16,367,578

資 産 合 計 16,848,391 負 債 純 資 産 合 計 16,848,391

貸　借　対　照　表
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(2021年４月１日から
2022年３月31日まで)

（単位：千円）

科 目 金 額

売 上 高 1,021,646

売 上 原 価 233,098

売 上 総 利 益 788,548

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 383,720

営 業 利 益 404,827

営 業 外 収 益

受 取 利 息 39,400

受 取 配 当 金 14,488

為 替 差 益 29,797

受 取 手 数 料 859

そ の 他 9,083 93,629

経 常 利 益 498,456

特 別 利 益

関 係 会 社 事 業 損 失 引 当 金 戻 入 額 5,783 5,783

特 別 損 失

固 定 資 産 除 却 損 126,227

減 損 損 失 148,960

関 係 会 社 株 式 評 価 損 407,000 682,187

税 引 前 当 期 純 損 失 177,946

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 70,638

法 人 税 等 調 整 額 △30,285 40,352

当 期 純 損 失 218,299

損　益　計　算　書
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代表社員
業務執行社員

公認会計士 安　島　進市郎

代表社員
業務執行社員

公認会計士 牧 原 徳 充

独立監査人の監査報告書
2022年５月20日

株式会社コメ兵ホールディングス

取締役会　御中

監査法人　東海会計社

愛知県名古屋市

　
監査意見

当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、株式会社コメ兵ホールディングス
の2021年４月１日から2022年３月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結
貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行
った。

当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業
会計の基準に準拠して、株式会社コメ兵ホールディングス及び連結子会社からなる企業集団
の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表
示しているものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を

行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の
責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、
会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果た
している。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断
している。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記

載内容を作成し開示することにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報
告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておら
ず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過
程において、その他の記載内容と連結計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との
間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の
記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した
場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

連結計算書類に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して

連結計算書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚
偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制
を整備及び運用することが含まれる。

連結計算書類に係る会計監査報告
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連結計算書類の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又

は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書にお
いて独立の立場から連結計算書類に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又
は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結計算書類の利用者の意思
決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

連結計算書類の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又

は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書にお
いて独立の立場から連結計算書類に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又
は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結計算書類の利用者の意思
決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程
を通じて、職業的 専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リ
スクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断に
よる。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではな
いが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するた
めに、監査に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会
計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、ま
た、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又
は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関す
る重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結計算書類の注記事項に注
意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結計算書類の注記事項が適切でない場
合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の
結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況によ
り、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会
計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表
示、構成及び内容、並びに連結計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示してい
るかどうかを評価する。

・ 連結計算書類に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十
分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結計算書類の監査に関する指示、監督及
び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程

で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求めら
れているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規
定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び
阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告
を行う。

利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定によ

り記載すべき利害関係はない。

　　　　　　　　　　　　　　　　以　上
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代表社員
業務執行社員

公認会計士 安　島　進市郎

代表社員
業務執行社員

公認会計士 牧 原 徳 充

独立監査人の監査報告書

2022年５月20日

株式会社コメ兵ホールディングス

取締役会　御中

監査法人　東海会計社

愛知県名古屋市

　
監査意見

当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、株式会社コメ兵ホールディ
ングスの2021年４月１日から2022年３月31日までの第44期事業年度の計算書類、すなわち、
貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以
下「計算書類等」という。）について監査を行った。

当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会
計の基準に準拠して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点
において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を

行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責
任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会
社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査
法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記

載内容を作成し開示することにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報
告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておら
ず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程
において、その他の記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に
重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載
内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した
場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

計算書類等に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して

計算書類等を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽
表示のない計算書類等を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整
備及び運用することが含まれる。

計算書類に係る会計監査報告
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計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成す
ることが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会
計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示す
る責任がある。

監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を
監視することにある。

計算書類等の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は

誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書におい
て独立の立場から計算書類等に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤
謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に
影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程
を通じて、職業的 専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示
リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断
による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではな
いが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するた
めに、監査に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた
会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、ま
た、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又
は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関す
る重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注意
を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合
は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論
は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、
企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会
計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表
示、構成及び内容、並びに計算書類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示している
かどうかを評価する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程

で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求めら
れているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する
規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及
び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報
告を行う。

利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利

害関係はない。

　　　　　　　　　　　　　　　　以　上
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監　査　報　告　書

当監査等委員会は、2021年４月１日から2022年３月31日までの第44期
事業年度における取締役の職務の執行について監査いたしました。その
方法及び結果につき以下のとおり報告いたします。

１. 監査の方法及びその内容
監査等委員会は、会社法第399条の13第１項第１号ロ及びハに掲げる事

項に関する取締役会決議の内容並びに当該決議に基づき整備されている
体制（内部統制システム）について取締役及び使用人等からその構築及
び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、
意見を表明するとともに、下記の方法で監査を実施しました。
①　監査等委員会が定めた監査の方針、職務の分担等に従い、会社の内

部統制部門と連携の上、重要な会議に出席し、取締役及び使用人等か
らその職務の執行に関する事項の報告を受け、必要に応じて説明を求
め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務
及び財産の状況を調査しました。また、子会社については、子会社の
取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて
子会社から事業の報告を受けました。

②　会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施してい
るかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状
況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計
監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体
制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品
質管理基準」（平成17年10月28日企業会計審議会）等に従って整備し
ている旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

　以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細
書、計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個
別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、
連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について
検討いたしました。

監査等委員会の監査報告
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２. 監査の結果
(1) 事業報告等の監査結果
①　事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状

況を正しく示しているものと認めます。
②　取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に

違反する重大な事実は認められません。
③　内部統制システムに関する取締役会の決議の内容は相当であると

認めます。また、当該内部統制システムに関する事業報告の記載内
容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められ
ません。

(2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果
会計監査人監査法人　東海会計社の監査の方法及び結果は相当である

と認めます。

(3) 連結計算書類の監査結果
会計監査人監査法人　東海会計社の監査の方法及び結果は相当である

と認めます。

2022年５月21日

株式会社コメ兵ホールディングス　監査等委員会

取締役（常勤監査等委員） 鳥 田 一 利 ㊞

社外取締役（監査等委員） 皆  見   幸 ㊞

社外取締役（監査等委員） 村 瀬 桃 子 ㊞
　

以　上
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現 行 定 款 変 更 案

（株主総会参考書類等のインターネ
ット開示とみなし提供）
第14条　当会社は、株主総会の招集

に際し、株主総会参考書類、
事業報告、計算書類および連
結計算書類に記載または表示
をすべき事項に係る情報を、
法務省令に定めるところに従
いインターネットを利用する
方法で開示することにより、
株主に対して提供したものと
みなすことができる。

（削　除）

株主総会参考書類

第１号議案　定款一部変更の件
１．提案の理由
　「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第１条た
だし書きに規定する改正規定が2022年９月１日に施行されることに伴い、
株主総会資料の電子提供制度が導入されることとなりますので、次のとお
り定款を変更するものであります。
（1）株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる

旨を定款に定めることが義務付けられることから、変更案第14条（電
子提供措置等）第１項を新設するものであります。

（2）株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる
事項のうち、書面交付を請求した株主に交付する書面に記載する事項
の範囲を法務省令で定める範囲に限定することができるようにするた
め、変更案第14条（電子提供措置等）第２項を新設するものでありま
す。

（3）株主総会資料の電子提供制度が導入されますと、現行定款第14条
（株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供）の規定は
不要となるため、これを削除するものであります。

（4）上記の新設及び削除される規定の効力に関する附則を設けるもので
あります。なお、本附則は期日経過後に削除するものといたします。

２．変更の内容
変更の内容は、次のとおりであります。

（下線部分は変更箇所を示しております。）
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現 行 定 款 変 更 案

（新　設） （電子提供措置等）
第14条　当会社は、株主総会の招集

に際し、株主総会参考書類等
の内容である情報について電
子提供措置をとる。

２.　当会社は、電子提供措置を
とる事項のうち法務省令で定
めるものの全部または一部に
ついて、議決権の基準日まで
に書面交付請求をした株主に
対して交付する書面に記載す
ることを要しないものとす
る。

（附則）
（株主総会資料の電子提供に関する

経過措置）
（新　設） 第２条　定款第14条（株主総会参考

書類等のインターネット開示
とみなし提供）の削除および
定款第14条（電子提供措置
等）の新設は、2022年９月１
日から効力を生ずるものとす
る。

２.　前項の規定にかかわらず、
2022年９月１日から６か月以
内の日を株主総会の日とする
株主総会については、定款第
14条（株主総会参考書類等の
インターネット開示とみなし
提供）は、なお効力を有す
る。

３.　本条の規定は、2022年９月
１日から６か月を経過した日
または前項の株主総会の日か
ら３か月を経過した日のいず
れか遅い日後にこれを削除す
る。
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候補者
番 号

ふり

氏

 

　

 

　

 

　
がな

名
（生年月日）

略歴、当社における地位及び担当
（重要な兼職の状況）

所 有 す る
当 社 の
株  式  数

１

いし

石
はら

原

 

　
たく

卓
じ

児
(1972年９月21日生)

1998年４月 当社入社

2009年６月 当社取締役営業企画部長兼WEB事業

室長

2011年４月 当社常務取締役店舗営業本部長

2012年６月 当社代表取締役副社長営業本部長

2013年６月 当社代表取締役社長営業本部長

2017年６月 株式会社クラフト取締役（現任）

2017年７月 北京華夏高名薈商貿有限公司董事

2018年12月 SAHA KOMEHYO COMPANY LIMITED取

締役（現任）

2019年５月 株式会社フォーバイフォーエンジ

ニアリングサービス取締役

2019年６月 株式会社KOMEHYOオークション取締

役（現任）

2020年10月 当社代表取締役執行役員（現任）

株式会社コメ兵代表取締役社長

（現任）経営企画本部長

321,200株

第２号議案 取締役（監査等委員であるものを除く。）５名選任の件

　取締役（監査等委員であるものを除く。）全員（３名）は、本総会終結の時

をもって任期満了となります。つきましては経営体制の一層の強化を図るた

め、社外取締役を２名増員することとし、取締役（監査等委員であるものを除

く。）５名の選任をお願いいたしたいと存じます。

　なお、本議案に関しましては、当社の監査等委員会は、各取締役候補者につ

いて適任であると判断しております。

　取締役（監査等委員であるものを除く。）候補者は､次のとおりでありま

す。
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候補者
番 号

ふり

氏

 

　

 

　

 

　
がな

名
（生年月日）

略歴、当社における地位及び担当
（重要な兼職の状況）

所 有 す る
当 社 の
株  式  数

２

さわ

沢
だ

田

 

　
と

登
し

志
お

雄
(1957年11月20日生)

1980年４月 当社入社

1999年６月 当社取締役営業本部副本部長兼第

２営業部長

2012年６月 株式会社KOMEHYOオークション代表

取締役社長（現任）

2013年６月 KOMEHYO HONG KONG LIMITED代表取

締役社長

2018年４月 一般社団法人日本流通自主管理協

会代表理事（現任）

2019年５月 一般社団法人宣誓マーク協会代表

理事（現任）

2019年11月 株式会社K-ブランドオフ取締役

（現任）

2020年10月 当社常務取締役執行役員（現任）

2021年６月 株式会社クラフト代表取締役社長

（現任）

株式会社オートパーツジャパン代

表取締役社長（現任）

株式会社フォーバイフォーエンジ

ニアリングサービス代表取締役社

長（現任）

65,900株

３

やま

山
うち

内

 

　
ゆう

祐
や

也
(1977年10月18日生)

2000年４月 当社入社

2018年10月 当社執行役員経営企画本部副本部

長経営企画部長兼事業開発部長

2019年11月 株式会社K-ブランドオフ代表取締

役社長（現任）

BRAND OFF LIMITED代表取締役社長

（現任）

名流國際名品股份有限公司董事長

（現任）

2020年10月 当社執行役員経営企画本部長

2021年６月 当社取締役執行役員経営企画本部

長

2022年４月 当社取締役執行役員コーポレート

本部長（現任）

859株
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候補者
番 号

ふり

氏

 

　

 

　

 

　
がな

名
（生年月日）

略歴、当社における地位及び担当
（重要な兼職の状況）

所 有 す る
当 社 の
株  式  数

４

【新任】
ひら

平
うち

内　
まさる

優
(1957年12月27日生)

1995年 Sony Hong Kong Marketing 

Company総経理

2002年12月 ソニー株式会社アイワビジネスセ

ンタープレジデント

2004年７月 アディダスジャパン株式会社副社

長ビジネスディベロップメント

2006年１月 株式会社ユニクロ執行役員ダイレ

クト事業担当

2009年４月 プーマジャパン株式会社代表取締

役社長

2010年11月 クオンタムリープ株式会社代表取

締役社長

2016年３月 中小企業基盤整備機構国際化アド

バイザー（現任）

－株

５

【新任】
なか

中
はら

原

 

　
よし

義
こ

子
(1965年10月16日生)

1990年４月 野村證券株式会社本社証券審査部

2009年７月 野村證券株式会社インベストメン

ト・バンキング（投資銀行）部門

大阪企業金融二部エグゼクティ

ブ・ディレクター

2016年９月 オムロン株式会社グローバル理財

本部グループ財務戦略推進担当部

長

2018年３月 オムロン株式会社グローバル理財

本部財務部長

2020年３月 オムロン企業年金基金常務理事

（現任）

－株

（注）１．各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。

２．平内優氏及び中原義子氏は、社外取締役候補者であります。両氏は、東京証券取

引所及び名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、両氏の

選任が承認された場合には、独立役員として指定する予定であります。

３．社外取締役候補者に関する事項は次のとおりであります。

(1) 平内優氏を社外取締役候補者とした理由は、グローバル企業の経営者を歴任さ

れ、幅広い経験と高い知見を有しており、マネジメントコンサルタントとしての専

門的な知識を活かし、独立した客観的な立場で当社の経営に適確な助言・監督を行

っていただくことが期待できるものと判断したことから、社外取締役候補者といた

しました。
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(2) 中原義子氏を社外取締役候補者とした理由は、金融・資本市場、財務・会計及び

Ｍ＆Ａ等投資銀行ビジネスの分野における豊富な経験と知見を有しており、自らの

経験と知見を踏まえた活動により経営の透明性の向上と取締役会の監督機能強化に

貢献し又女性の視点を活かし、独立した客観的な立場での提言や助言を期待できる

ものと判断したためであります。なお、同氏は、経営に直接関与した経験はありま

せんが、上記の理由により社外取締役候補者といたしました。

４．平内優氏及び中原義子氏の選任が承認された場合、当社は両氏との間で、会社法

第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約

の締結を予定しております。なお、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、金

100万円又は会社法第425条第１項に定める最低責任限度額のいずれか高い額といた

します。

５．当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会

社との間で締結しており、当社取締役を含む被保険者の業務に起因して損害賠償責

任を負った場合における損害等の損害が填補されることとなります。（ただし、保

険契約上で定められた免責事由に該当するものを除きます。）各候補者が取締役に

選任され就任した場合は、当該保険契約の被保険者となります。また、当該保険契

約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。
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候補者
番 号

ふり

氏

 

　

 

　

 

　
がな

名
（ 生 年 月 日 ）

略歴、当社における地位及び担当
（重要な兼職の状況）

所 有 す る
当 社 の
株  式  数

１

とり

鳥
た

田

 

　
かず

一
とし

利

(1961年12月10日生)

1994年３月 当社入社

2003年６月 当社取締役経営企画室長

2013年10月 当社取締役管理本部副本部長

兼経理部長

2015年４月 当社取締役管理本部副本部長

兼IR戦略室長

2017年４月 当社取締役経営企画本部経営

企画部担当

2020年６月 当社取締役常勤監査等委員

（現任）

2020年10月 株式会社コメ兵監査役（現

任）

株式会社K-ブランドオフ監査

役（現任）

米濱上海商貿有限公司監査役

（現任）

2021年６月 株式会社クラフト監査役（現

任）

株式会社オートパーツジャパ

ン監査役（現任）

株式会社フォーバイフォーエ

ンジニアリングサービス監査

役（現任）

55,600株

第３号議案 監査等委員である取締役２名選任の件

　監査等委員である取締役の鳥田一利氏及び皆見幸氏は、本総会終結の時を

もって任期満了となりますので、監査等委員である取締役２名の選任をお願

いいたしたいと存じます。

　なお、本議案に関しましてはあらかじめ監査等委員会の同意を得ておりま

す。

　監査等委員である取締役の候補者は、次のとおりであります。
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候補者
番 号

ふり

氏

 

　

 

　

 

　
がな

名
（ 生 年 月 日 ）

略歴、当社における地位及び担当
（重要な兼職の状況）

所 有 す る
当 社 の
株  式  数

２

みな

皆
みる

見

 

　
みゆき

幸

(1972年８月16日生)

1998年10月 中央監査法人（現有限責任あ

ずさ監査法人）名古屋事務所

入所

2002年３月 公認会計士資格登録

2005年７月 財務省東海財務局検査総括課 

出向

2009年１月 かがやき監査法人入所

2010年４月 税理士開業登録

皆見幸会計事務所開設、

所長（現任）

2016年６月 当社社外取締役監査等委員

（現任）

2019年４月 愛知県公立大学法人監事就任

（現任）

2020年11月 山八商事株式会社社外監査役

（現任）

－株

（注）１．鳥田一利氏及び皆見幸氏と当社との間には特別の利害関係はありません。
２．皆見幸氏は、社外取締役候補者であります。また、当社は東京証券取引所及び

名古屋証券取引所に対して、同氏が独立役員である旨の届出書を提出しておりま
す。なお、同氏の再任が承認された場合には、引き続き独立役員として指定する
予定であります。

３．社外取締役候補者に関する事項は、次のとおりであります。
皆見幸氏を社外取締役候補者とした理由は、公認会計士、税理士として企業会

計及び税務に精通し、監査法人での経験による企業経営を監査、監督する十分な
見識並びに経験を活かし、2016年６月に就任して以来、監査等委員である社外取
締役として、的確な経営判断に資する助言をいただいております。加えて取締役
会の監督機能の強化と透明性の確保に対する貢献が今後も期待されます。なお、
同氏は社外役員以外の方法で直接会社経営に関与したことはありませんが、上記
の理由により引き続き社外取締役として選任をお願いするものであります。

４．皆見幸氏は、現在、当社の監査等委員である社外取締役でありますが、同氏の
在任期間は、本総会終結の時をもって６年となります。

５．当社は、皆見幸氏との間で会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条
第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損
害賠償責任の限度額は、金100万円又は会社法第425条第１項に定める最低責任限
度額のいずれか高い額としております。なお、皆見幸氏の再任が承認された場合
は、同氏との間で当該契約を継続する予定であります。

６．当社は､会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会
社との間で締結しており、当社監査等委員である取締役を含む被保険者の業務に
起因して損害賠償責任を負った場合における損害等の損害が填補されることとな
ります。（ただし、保険契約上で定められた免責事由に該当するものを除きま
す。）各候補者が監査等委員である取締役に選任され就任した場合は､当該保険契
約の被保険者となります｡また､当該保険契約は次回更新時においても同内容での
更新を予定しております。
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氏
名

当
社
に
お
け
る
地
位

候補者が有する専門性

企
業
経
営

経
営
戦
略
・
立
案

マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ

業
界
の
経
験
・
知
見

事
業
開
発
・
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン

グ
ロ
ー
バ
ル

Ｉ
Ｔ
・
Ｄ
Ｘ

フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
・
財
務
・
会
計

法
務
・
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

ガ
バ
ナ
ン
ス

Ｅ
Ｓ
Ｇ
・
サ
ス
テ
ナ
ブ
ル

資
格
等

石原 卓児 代表取締役社長 〇 〇 〇 〇 〇 ＭＢＡ

沢田 登志雄 常務取締役 〇 〇 〇 〇

山内 祐也 取締役 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

平内 優
【新任】【独立】

社外取締役
〇 〇 〇 〇 〇 〇

中小企

業診断

士

中原 義子
【新任】【独立】

社外取締役
〇 〇 〇 〇

鳥田 一利
取締役

常勤監査等委員
〇 〇 〇

皆見 幸

【独立】

社外取締役

監査等委員

〇 〇
公認会

計士・

税理士

村瀬 桃子

【独立】

社外取締役

監査等委員

〇 〇 弁護士

【ご参考】役員のスキルについて
第２号議案及び第３号議案が承認可決された場合、各取締役が保有してい
るスキルは、以下のとおりとなります。

以　上
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新型コロナウイルスに関するお知らせ
・新型コロナウイルス感染予防及び拡散拡大防止のため、株主総会へのご出席に際しまし
ては、ご自身の体調を御確認のうえ、くれぐれもご無理をなさらないよう、議決権行使
書の郵送による議決権行使もご検討いただきますようお願い申しあげます。

・株主総会会場において、株主様の安全に配慮した感染防止の措置を講じる場合がござい
ます。

・お土産の配付、お飲み物のご提供は控えさせていただきます。
ご理解、ご協力を賜りますよう、よろしくお願い申しあげます。

◆定時株主総会会場ご案内図◆

会　　場　名古屋市中区大須二丁目18番42号　KNビル　２階

TEL.052-242-0228

交通のご案内　  ●地下鉄鶴舞線「大須観音駅」下車、２番出口より東へ徒歩３分

●地下鉄名城線「上前津駅」下車、８番出口より西へ徒歩７分

駐車場のご案内　●NPC24大須パーキング　　　　名古屋市中区大須3-20-12

●市営大須駐車場　　　　　 　名古屋市中区大須3-14

●Dパーキング大須ういろビル　名古屋市中区大須3-15-1
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